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平成３０年３月１６日

人 事 院 事 務 総 長

「職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について」の一部改正につ

いて（通知）

「職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について（平成６年７月２７日職職―

３２８）」の一部を下記のとおり改正したので、平成３０年４月１日以降は、こ

れによってください。

記

第１４の第１項⑷ア中「同条第２５項」を「同条第２７項」に、「同条第２６

項」を「同条第２８項」に改め、同項⑷カ中「介護老人保健施設」の次に「及

び同条第２９項に規定する介護医療院」を加える。

以 上


